
造林計画書

造林する者
住 所 ○○市■■町１－１－１
氏 名 林野 太郎

１ 造林の計画
⑴ 造林の方法別の造林面積等の計画

⑵ 造林の方法別の造林の計画

⑶ 伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその用途

２ 備考

造林面積（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） ha

人工造林による面積（Ａ＋Ｂ） ha

植栽による面積（Ａ） ha

人工播種による面積（Ｂ） ha

天然更新による面積（Ｃ＋Ｄ） ha

ぼう芽更新による面積（Ｃ） ha

天然更新補助作業の有無 地表処置・刈出し・植込み・その他（ ）・なし

天然下種更新による面積（Ｄ） ha

天然更新補助作業の有無 地表処置・刈出し・植込み・その他（ ）・なし

20

駐車場

造林の
期間

造林
樹種

樹種別の
造林面積

樹種別の
植栽本数

作 業
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人工造林
（植栽・人工播種）

天然更新
（ぼう芽更新・
天然下種更新）

５年後において
適確な更新が
なされない場合

令和12年
4月1日
～

令和14年
3月31日

すぎ 5.00ha 15,000本 ○○組合 防護柵の
設置

全面積を転用する場合、本欄の記入は不要
です。

５年後において、転用が完了しなかった場合は、造林が必要となります。
その場合の造林計画（２年以内）を記載して下さい

転用の場合は、用途を記載します。

全面積を転用する場合、本欄の記入は
不要です。

【転用の場合の記載例】
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伐採後に宅地造成を予定（転用予定時期：令和〇年〇月）

nosei13
Text Box
転用の場合は，用途と転用予定時期を記載します。



標準的な造林樹種と植栽本数（柏市森林整備計画から抜粋） 

 

１ 人工造林に関する事項 

 人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や公益的機

能の発揮の必要性から植栽を行うことが適当である森林のほか、木材等生産機能

の発揮が期待され、将来にわたり育成単層林として維持する森林において行うも

のとします。 

 (1) 人工造林の対象樹種 

区  分 樹 種 名 備 考 

人工造林の対象樹種 
スギ、ヒノキ、マツ、コナラ、クヌギ、

ケヤキ 
 

注）表中の樹種以外の樹種を植栽しようとする場合は、県の林業普及指導員又は本市

の林務担当部局とも相談のうえ、適切な樹種を選択することとします。 

  また、道路や電線、公共施設等の周辺など、施設の管理上高木の植栽が適さない

箇所については、森林の風倒被害対策の技術資料（案）や県の普及指導員の技術的

助言等を参考に、中低木の樹種も含めて、適切な樹種を選択することとします。 

  なお、スギやヒノキによる人工造林に当たっては、花粉症対策に資する少花粉品

種等の苗木や、供給状況に応じて特定苗木の活用に努めることとします。 

 

(2) 人工造林の標準的な方法 

ア 人工造林の樹種別及び仕立ての方法別の植栽本数 

樹 種 仕立ての方法 
標準的な植栽本数 

(本/ha) 
備 考 

スギ 

密仕立て ４，０００  

中仕立て ３，０００  

疎仕立て ２，０００  

ヒノキ 

密仕立て ４，０００  

中仕立て ３，０００  

疎仕立て ２，０００  

コナラ、ク

ヌギ 

ぼう芽枝 

を含む 
３，０００ 

しいたけ原木林で皆伐後に

他の樹種が優先する場合 

注）多様な森林づくりを進める観点や、コンテナ苗の活用による伐採・造林の一貫

システム、低密度植栽などの低コスト施業及び効率的な施業実施の観点、森林の

風倒被害対策等の観点等から、上表によらない造林計画については、森林の風倒

被害対策の技術資料（案）や林業普及指導員の技術的助言等を参考に確実な更新

に配慮して、植栽本数を決定することとします。 


